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JAで年金相談するメリット

年金はお一人お一人違います。漏れのない受給のため「お客さまだけの年金解説書」を
お作りします。いつから受給できる？働きながら受給できる？受給を遅らせた方が得？
年金額を増やす方法は？などの質問に、JAバンク山梨在籍の社会保険労務士が
お答えします。

年金は請求しないと受け取れません。繰り下げ受給する場合も届け出が必要です。
年金請求書は記入項目が多く、添付書類も必要となります。
また年金の加入状況（日本年金機構・共済組合・厚生年金基金など）によって年金請求先が異なります。
面倒な手続きはJAがお手伝いいたします。

総合事業を行っているJAだからこそ、できることがたくさん！まずはご相談ください。

「年金友の会」会員特典

アフターフォロー
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JAごとさまざまな特典をご用意しています。
お近くのJAまたは担当者まで、お気軽にお問い合わせください。

年金請求後に発生した疑問や、万が一の年金（遺族年金・障害年金など）の手続きも
ご相談ください。

50代・60代の方年金請求前の方

1 お客さまだけの「年金解説書」を作成します

年金請求時期に書類作成・請求手続きを
お手伝いします
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